
この度、函南町では令和8年4月より子どもの育ちを応援し、子
どもの良質な生育環境を整備することを目的に「子ども誰でも通
園制度」をスタートします。

•函南町にお住まいの保育所、認定こども
園、地域型保育事業等に通っていない0
歳6ヶ月～3歳未満の乳児等

対 象

•こども１人当たり月10時間まで
利用可能

時間

•函南さくら保育園

•仁田ふじさん保育園
実施園

•1時間当たり300円程度負担金

•同封の案内チラシに掲載のＱＲコードから
申請後、町から認定証の交付を受け、ご自
身で事前面談の予約、その後利用開始とな
ります。

申込方法

お問い合わせ
函南町役場 子育て支援課
電話番号：055-979-8128
メールアドレス：
kosodate@town.kannami.shizuoka.jp

４月スタート！


